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「障害児通所支援事業」重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．事業者 

名 称 株式会社スマイルケアブリッジ 

所在地 松戸市常盤平柳町 1-11エノモトビル 2階 

電話番号 047-702-3404 

代表者氏名 代表取締役 菊池 海希斗 

設立年月 平成 23年 5月２日 

 

 本事業所では、利用者に対して必要な児童福祉法に基づく児童発達支援を適切に提供しま

す。原則として児童発達支援費の支給決定を受けた方が対象となります。 

本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会福

祉法第 76 条に基づき、当事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただ

きたいことを説明するものです。 
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２．スマイルぷらす松戸の概要 

事業所の種類 
児童発達支援事業 

平成 28年 2月 1 日 指定事業所番号 1252400427 

事業の目的 児童発達支援の提供 

事業所の名称 児童発達支援事業所スマイルぷらす松戸 

事業所の所在地 松戸市常盤平陣屋前 15-2 

電話番号 047-393-8866 

管理者氏名 黒田 孝士   

開設年月 平成 28年 2月 1 日 

事業所が行なっている他

の業務 
児童発達支援・放課後等デイサービス（多機能型事業所） 

営業日 

営業時間 

月曜日～金曜日（祝日、12/30～1/3を除く） 

10 時～１8 時 

サービス提供日 

サービス提供時間 

児童発達支援 12 時～14時（祝日、12/30～1/3を除く） 

 

放課後等デイサービス 

 

学校がある日 15時～１7 時 

月曜日～金曜日（祝日、12/30～1/3を除く） 

学校がない日 11時～15 時 

月曜日～金曜日（祝日、12/30～1/3を除く） 

スマイルぷらす船橋の概要 

事業所の種類 
障害児通所支援事業 

平成 31年 3月 1 日 指定事業所番号 1252800618 

事業の目的 放課後等デイサービスの提供 

事業所の名称 放課後等デイサービス スマイルぷらす船橋 

事業所の所在地 船橋市藤原 3-28-8ユーメディックスビル 1階 

電話番号 047-468-8600 

管理者氏名 小田島 啓太   

開設年月 平成 31年 3月 1 日 

事業所が行なっている他

の業務 
児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援（多機能型） 

営業日 

営業時間 

月曜日～金曜日（祝日、12/30～1/3を除く） 

10 時～１8 時 

サービス提供日 

サービス提供時間 

児童発達支援 13 時～14時（祝日、12/30～1/3を除く） 

 

放課後等デイサービス 

 

学校がある日 15時～１7 時 

月曜日～金曜日（祝日、12/30～1/3を除く） 

学校がない日 11時～15 時 

月曜日～金曜日（祝日、12/30～1/3を除く） 

居宅訪問型 応相談 
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スマイルぷらすＫＡＥＤＥの概要 

事業所の種類 
児童発達支援事業 

令和 3年 12月 1 日 指定事業所番号 1252801061 

事業の目的 児童発達支援の提供 

事業所の名称 児童発達支援 スマイルぷらす KAEDE 

事業所の所在地 船橋市前原西 8-18-18  

電話番号 047-468-8762 

管理者氏名 山本 恒   

開設年月 令和 3年 12月 1 日 

事業所が行なっている他

の業務 
児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援（多機能型事業所） 

営業日 

営業時間 

月曜日～金曜日（祝日、12/30～1/3を除く） 

10 時～１8 時 

サービス提供日 

サービス提供時間 

児童発達支援 13 時～14時（祝日、12/30～1/3を除く） 

 

放課後等デイサービス 

 

学校がある日 15時～１7 時 

月曜日～金曜日（祝日、12/30～1/3を除く） 

学校がない日 14時～16 時 

月曜日～金曜日（祝日、12/30～1/3を除く） 

保育所等訪問支援 10 時～11時 

 

スマイルぷらすＭＥＢＵＫＩの概要 

事業所の種類 
重心児童発達支援事業 

令和 4年 1月 1 日 指定事業所番号 1252400948 

事業の目的 児童発達支援の提供 

事業所の名称 児童発達支援事業所スマイルぷらす MEBUKI 

事業所の所在地 松戸市常盤平陣屋前 15-2 2 階 

電話番号 047-701-5965 

管理者氏名 塩田 恵梨佳   

開設年月 令和 4年 1月 1 日 

事業所が行なっている他

の業務 
児童発達支援・放課後等デイサービス（多機能型事業所） 

サービス提供日 

サービス提供時間 

児童発達支援 10 時～12時（祝日、12/30～1/3を除く） 

放課後等デイサービス 

 

11 時～13時 

月曜日～金曜日（祝日、12/30～1/3を除く） 
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２．事業所の運営方針 

障害児が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう、当該障害児

の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な指導及び訓練を行なうとともにその

保護者の指導を行うものとする。 

 

3．利用定員 

利用定員 5 名 

主たる対象者 重症心身障害児 

 

4．職員の体制（全事業所計） 

＜各サービス提供時間帯の職員体制＞※職員の配置は、指定基準を遵守しています。 

職   種 常   勤 非 常 勤 

１．管理者 4 名  

２．児童発達支援管理責任者 4 名  

３．児童指導員 1 名 3 名 

４，指導員 0 名 0 名 

５．保育士 3 名 2 名 

６．看護師 7 名 7 名 

７．機能訓練士 3 名 3 名 

 

5．当事業所の施設設備の概要 

 当事業所の施設設備の概要は以下のとおりです。 

機能訓練室 訓練機器、遊具 27.7㎡～39.4 ㎡（事業所により） 

相談室 個室 ４㎡以上（事業所により） 

 

６．当事業所が提供するサービスと利用料金 

（１）「個別支援計画書」とサービス内容 

当事業所では、下記のサービス内容から「個別支援計画書」を定めて、サービスを提供します。「個別

支援計画書」は、市町村が決定した通所給付費の「支給量」（「受給者証」に記載してあります。）と利用

児童や家族の意向や心身の状況を踏まえて、具体的なサービス内容や利用児童に対するサービス実施日な

どを記載しています。「個別支援計画書」は、利用児童や家族に事前に説明し、同意をいただくとともに、

利用児童や家族の申し出により、いつでも見直すことができます。 

 

＜サービスの区分及びサービス内容＞ 

① 日常生活動作訓練 

     日常生活の基本的動作習得を支援します。 
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② 集団生活適応訓練 

     集団生活への適応力習得を支援します。 

③ 個別機能訓練 

     利用児童の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の向上を図るための訓練を実施

します。 

④ レクリエーション 

集団ゲーム等のレクリエーションを実施します。 

⑤ 必要な介助 

     排泄の介助のほか、児童発達支援での活動をおこなうときに必要な介助を、ご利用者のご希望及び

心身等の状況に応じて行います。 

⑥ 必要な医療ケア 

医療的な処置が必要な場合は看護師が医療ケアを行います。 

⑦ 医療・福祉・生活等のご相談及び介護方法の指導 

     利用児童の医療・福祉・生活等のご相談、またご希望に応じて療育技術の指導を行います。 

（２）利用者負担額 

上記サービスの利用に対しては、通常、サービス利用料金の 9 割が通所給付費の対象となります。事

業者が通所給付費を代理受領する場合には、利用児童の保護者は、利用者負担金としてサービス利用料金

の１割を事業者にお支払いいただきます。 

２．通所給付費は基本料金と各該当する加算を合算した料金となります。 

 

（基本料金） 

項目 単位数 

児童発達支援給付費 2131 単位 

放課後等デイサービス給付費（学校がある日） 1771 単位 

放課後等デイサービス給付費（学校がない日） 2056 単位 

居宅訪問型児童発達支援給付費 1,066 単位 

保育所等訪問支援給付費 1071 単位 

（児童発達支援・放課後等デイサービス加算料金） 

項目 単位数 

家庭支援加算Ⅰ（月 4 回を限度）   

居宅を訪問（1時間以上）  

居宅を訪問（1時間未満）  

事業所等で対面      

オンライン         

家庭支援加算Ⅱ（月 4 回を限度）  

事業所等で対面       

オンライン         

 

300 単位／回 

200 単位／回 

100 単位／回 

80 単位／回 

 

80 単位／回 

60 単位／回 
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子育てサポート加算（月 4 回を限度） 80 単位／回 

集中的支援加算（月 4 回を限度） 1000 単位／回 

利用者負担上限額管理加算 

（事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合） 

150 単位／月 

福祉専門職員配置等加算Ⅰ 

福祉専門職員配置等加算Ⅱ 

福祉専門職員配置等加算Ⅲ 

15 単位／日 

10 単位／日 

6 単位／日 

欠席時対応加算 

（利用者が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合・月に 4 回が限

度。（月の利用者数が 8 割に満たない場合 8 回が限度） 

94 単位／回 

送迎加算 

 重症心身障碍児又は医療的ケア児の場合 

 医療的ケア児(16点以上)の場合 

 

片道につき 40 単位/回 

片道につき 80 単位/回 

延長支援加算 

（運営規定に定められている営業時間が 8 時間以上であり、営業時間の前後の時間において支援

を行った場合に、1 日の延長支援に要した時間に応じて加算） 

1 時間未満      128 単位 

1 時間以上 2 時間未満 192 単位 

2 時間以上      256 単位 

関係機関連携加算Ⅰ(月 1回を限度) 

関係機関連携加算Ⅱ(月 1回を限度) 

関係機関連携加算Ⅲ(月 1回を限度) 

関係機関連携加算Ⅳ(1回を限度) 

250 単位／回 

200 単位／回 

150 単位／回 

200 単位／回 

事業所間連携加算Ⅰ（(月 1 回を限度) 

事業所間連携加算Ⅰ（(月 1 回を限度) 

500 単位／回 

150 単位／回 

看護職員加配加算Ⅰ 

（看護職員を 1 以上配置し、判定スコアを合算し、8 点以上である利用者の数が 5 名以上であ

る場合に加算） 

看護職員加配加算Ⅱ 

（看護職員を 2 以上配置し、判定スコアを合算し、8 点以上である利用者の数が 5 名以上であ

る場合に加算） 

400 単位／日 

 

 

800 単位／日 

専門的支援加算（定員 5人の場合）   247 単位／日 

専門的支援実施加算（月 2 回） 150 単位／回 

児童指導員等加配加算 

常勤専従・経験 5 年以上   

常勤専従・経験 5 年未満   

常勤換算・経験 5 年以上   

常勤換算・経験 5 年未満   

その他の従業員を配置    

 

374 単位／日 

305 単位／日 

247 単位／日 

214 単位／日 

180 単位／日 
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（居宅訪問型児童発達支援加算料金） 

項目 単位数 

訪問支援員特別加算 

 業務従事 10 年以上 

 業務従事 5 年以上 10年未満 

 

850 単位／回 

750 単位／回 

通所施設移行支援加算 

（居宅訪問型児童発達支援を利用する障害児に対して、児童発達支援センター、児童発達支援事

業所又は放課後等デイサービス事業所に通うための相談援助や連絡調整を行った場合） 

500 単位／回 

（1 回を限度） 

利用者負担上限額管理加算 

（事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合） 

150 単位／月 

（月 1回を限度） 

（保育所等訪問支援加算料金） 

項目 単位数 

訪問支援員特別加算 

業務従事 10 年以上又は保育所等訪問支援従事 5 年以上 

業務従事 5 年以上 10 年未満又は保育所等訪問支援従事 3 年以上 5 年未満 

 

850 単位／日 

700 単位／日 

初回加算 200 単位/月 

家庭連携加算 

（利用者の居宅に訪問し、相談援助の支援を行った場合・ 

月に２回を限度） 

1 時間未満 

187 単位／回 

1 時間以上 

280 単位／回 

利用者負担上限額管理加算 

（事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合） 

150 単位／月 

 

（処遇改善） 

 児童発達 放課後等デイ 居宅訪問型 保育所等訪問支援 

福祉・介護職員 

処遇改善加算Ⅰ 

+所定単位数×13.1％ +所定単位数×13.4％ +所定単位数×12..9％ 

 

+所定単位数×12.9％ 

福祉・介護職員 

処遇改善加算Ⅱ 

+所定単位数×12.8％ +所定単位数 13.1％ 

 

+所定単位数×0％ 

 

+所定単位数×0％ 

 

福祉・介護職員 

処遇改善加算Ⅲ 

+所定単位数×11.8％ +所定単位数×12.1％ +所定単位数×11.8％ 

 

+所定単位数×11.8％ 

福祉・介護職員 

処遇改善加算Ⅳ 

+所定単位数×9.6％ +所定単位数×9.8％ +所定単位数×9.6％ +所定単位数×9.6％ 

 

※請求は月ごとの単位の合計で計算するため記載されている金額と差異が発生いたします。 

なお、サービス提供に要する額として、事業者が保護者に代わり区市町村から受領した障害児通所給付費の

額については、書面にて保護者にその都度通知します。 
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＜地域区分＞ 

松戸市 児童発達支援 10.76 円 

放課後等デイサービス 10.76 円 

船橋市 児童発達支援 10.91 円 

放課後等デイサービス 10.91 円 

居宅訪問型児童発達 10.74 円 

保育所等訪問支援 10.74 円 

 

＜利用者負担額の上限等について＞ 

☆ 1か月あたりの利用者負担額については、利用者が属する世帯の収入・資産に応じて月額上限額が設定さ

れ、それを超えて負担する必要はありません。 

 詳しくは、お住まいの市町村役場の障害福祉担当課にお問い合わせください 

。 

（３）サービス利用にかかる実費負担額 

児童発達支援 教材費 100 円/回 

放課後等デイサービス おやつ代 100 円/回 

居宅訪問型児童発達 製作費 100 円/回 

 

  この他、サービス提供に要する費用のうち保護者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用は、 

児童発達支援費支給の対象ではありませんので、実費をいただきます。 

 

（４）欠席時の対応について 

   急病等により、利用を予定していた日の前々日、前日又は当日に欠席の連絡をいただいた場合について、

電話等により利用児童の状況を確認し、次回の利用の相談援助を行い、その内容を記録した場合は、欠席

時対応加算を算定させていただきます。 

 

（５）利用者負担額及び実費負担額のお支払い方法 

前記（２）及び（３）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月末日までに以下

のいずれかの方法でお支払い下さい。 

ア．窓口での現金支払 

イ．金融機関口座からの自動引き落とし 

  ご利用できる金融機関：全ての金融機関がご利用できます。 

 

（６）利用の中止、変更、追加（契約書第６条参照） 

① 利用予定日の前に、児童発達支援計画で定めたサービスの利用を中止又は変更することができます。

この場合には利用予定日の実施日の前日までに事業者に申し出てください。 

② 市町村が決定した「支給量」及び当該サービスの利用状況によっては、サービスを追加することもで

きます。 
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③ サービス利用の変更・追加は、その日の利用状況により利用者が希望する日及び時間にサービスの提

供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用者に提示するほか、他事業所を紹

介するなど必要な調整をいたします。 

 

（７）実費負担額の変更 

実費負担額を変更する場合は、原則としてその 2か月前までにご説明します。 

 

7．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス内容の変更 

サービス利用当日に、ご利用者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、

ご利用者の同意を得て、サービス内容の変更を行います。その場合、事業者は、変更したサービスの内容

と時間に応じたサービス利用料金を請求します。 

（２）受給者証の確認 

「住所」及び「支給量」「障害程度区分」など「受給者証」の記載内容の変更があった場合はできるだ

け速やかに本事業所従事者にお知らせください。また、本事業所従事者より「受給者証」の確認をさせて

いただく場合には、ご提示くださいますようお願いします。 

 

8 緊急時における対応方法 

  児童発達支援の提供中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは速やかに 

主治医及び家族に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとします。 

 【主治医】 

医療機関名  

診療科  

主治医氏名  

所在地  

電話番号  

 【緊急連絡先】 

氏名  

住所  

電話番号  

続柄  

 

9 協力医療機関 

    当事業所は下記の医療機関と嘱託医契約を締結し、ご利用者の病状の急変等に備えています。 

医療機関名 契約時ご案内いたします。 

所在地 契約時ご案内いたします。 

電話番号 契約時ご案内いたします。 
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１0 感染症や非常災害時の対応  

① 感染症の発生及びまん延の防止等に関する取り組みを強化する 

② 業務継続に向けた計画等の策定や研修・訓練等の実施 

③ 地域と連携した災害対策の推進 

 

非常時の対応 別途定める「非常災害対応マニュアル」に従って対応します。 

避難訓練 利用者も参加の上、年 2回実施します。 

防災設備 ・誘導灯 

・消化器 

・非常灯 

・非常ベル 

・備蓄品（食料、飲料水等） 

 

11 虐待の防止について 

  事業者は、障害児及び通所決定保護者の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措

置を講じます。 

①  虐待防止に関する責任者を選定 

虐待防止に関する責任者 契約時ご案内いたします。  

②  成年後見制度の利用支援 

③  苦情解決体制の整備 

④  従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 

⑤  虐待防止委員会を設置し、委員会での検討結果を従業者に周知する 

⑥  虐待防止の取り組みとして身体拘束の適正化について取り扱うものとする 

 

12 サービス実施の記録について 

（１）サービス実施記録の確認 

本事業所では、サービス提供ごとに、実施日時及び実施したサービス内容などを記録し、利用者にその

内容のご確認をいただきます。内容に、間違いやご意見があればいつでもお申し出ください。なお、児童

発達個別支援計画及びサービス提供ごとの記録は、サービス提供日より 5年間保存します。 

（２）ご利用者の記録や情報の管理、開示について 

本事業所では、関係法令に基づいて、ご利用者の記録や情報を適切に管理し、ご利用者の求めに応じて

その内容を開示します。（開示に際して必要な複写料などの諸費用は、ご利用者の負担となります。） 

 

13 損害賠償保険への加入 

本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

    保険会社名 三井住友海上火災保険株式会社 

    保険の種類 福祉事業者総合賠償責任保険   

 補償の概要 傷害補償、賠償責任補償 
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14 守秘義務について 

当事業所及び職員は、サービスを提供するにあたり知り得た利用者や家族等の秘密について、正当な理由

がある場合を除き第三者に開示することはありません。 

 

15 苦情の受付について 

（１）当事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談 

サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなどサービス利用に関するご相談、利用者

の記録等の情報開示の請求は以下の専用窓口で受け付けます。 

 ○お客様相談係＜苦情受付窓口（担当者）＞  契約時ご案内いたします。  

    ○電話番号   契約時ご案内いたします。   

○受付時間   毎週月曜日～金曜日  10：00～19：00 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

松戸市役所 

福祉長寿部 障害福祉課 

所在地 松戸市根本 387-5 新館 3F 

電話番号 047-366-7348  

千葉県健康福祉部 

障害福祉事業課 療育支援班 

所在地 千葉市中央区市場町 1-1 

電話番号 043-223-2336 

船橋市役所 

指導監査課 

所在地 船橋市湊町 2-8-11 

電話番号 047-436-2424 

千葉県運営適正化委員会 

所在地 千葉市中央区千葉港 4番 5号 

千葉県社会福祉センター 

電話番号 043-246-0294 

                               

16 福祉サービス第三者評価の実施について 

  実施なし 

 


